
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　本年７月 19 日をもって，本市の農地利用最適化推進委員

の任期満了を迎えるため，新たに推進委員候補者を募集いた

します。 

農業の抱える問題は山積しておりますが，農業に関する知

識と熱意を持って，担い手への農地集積・集約化や遊休農地

の発生防止・解消などの職務を適切に行うことができる方を

募集いたします。



農地利用最適化推進委員の募集要項 

 

１　募集人数 20 人 

 

２　募集期間 
　　 の８時 30 分から 17 時 15 分 

　　・応募書類の受付は市役所開庁日に限ります。 

　　・郵送の場合は５月 18 日必着といたします。 

 

３　推薦及び応募に係る手続き等 
  次の３つの区分により，推薦・応募書類が変わりますのでご注意ください。 

　　(1)応募書類 

 № 地区名 主な担当区域 定数

 
１ 上大野

東大野・中大野・圷大野・吉沼町・渋井町・ 

西大野・浜田・若宮
１人

 ２ 酒　門 酒門町・けやき台・谷田町・元石川町 １人

 ３ 吉　田 米沢町・吉沢町・東野町・住吉町・元吉田町 １人

 ４ 緑　岡 小吹町・平須町・見川町・笠原町・千波町 １人

 ５ 渡　里 渡里町・堀町・田野町 １人

 
６ 柳　河

柳河町・青柳町・上河内町・中河内町・水府町・ 

ちとせ・金町・松本町・愛宕町・八幡町・根本
１人

 ７ 国　田 上国井町・下国井町・田谷町 ２人

 ８ 飯　富 飯富町・成沢町・岩根町・藤井町 １人

 ９ 河和田 河和田町・萱場町・中丸町・赤塚・姫子 １人

 10 上中妻 大塚町・飯島町・金谷町・加倉井町 １人

 11 山　根 全隈町・開江町・双葉台・木葉下町・谷津町 １人

 12 下大野 塩崎町・平戸町・川又町・小泉町・下大野町 ２人

 13 稲　荷 栗崎町・大串町・東前町・島田町・六反田町 １人

 14 大　場 大場町・秋成町・森戸町・下入野町 １人

 15 鯉　淵 鯉淵町・高田町・五平町・下野町 ２人

 16 下中妻 杉崎町・小原町・内原町・中原町・三湯町・小林町 １人

 
17 中　妻

筑地町・田島町・黒磯町・有賀町・牛伏町・大足町・

赤尾関町・三野輪町
１人

 合　計 20 人

 

①

個人が候補者を推薦する場合

 ・別紙様式第１号 

・推薦を受ける方の住民票（本籍地入り）



　※推薦をする方は１名となります。複数の方で１名の候補者を推薦することは 

おやめください。 

　　(2)応募様式の入手方法 

①農業委員会事務局，各出張所及び各市民センターの窓口 

②水戸市ホームページ（http://www.city.mito.lg.jp/）からダウンロード 

　　(3)応募書類の提出先及び連絡先 

　　　 水戸市役所本庁舎５階　水戸市農業委員会事務局　調査広報係 

　　　 住所　〒310-8610  水戸市中央 1-4-1 

　　　 電話　029-224-1111(内線 6411,6412) 

 

４　推薦を受ける方及び募集に応募する方の資格 
  (1)農業に関する識見を有し，本市の農地等の利用の最適化の推進やその他の農 

　　　 業委員会の所掌に属する事項に関し，その職務を適切に行うことができると 

　　　 農業委員会が認める方。 

　　(2)以下に該当しない方 

　　　 ①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方 

　　　 ②禁錮以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受ける 

　　　　 ことがなくなるまでの方 

 

５　職務 
  (1)農地利用の最適化業務 

　　　 ①地域計画推進のための活動（地域協議の場への出席，情報提供等） 

　　　 ②担い手への農地集積・集約化の推進（出し手・受け手の調整等） 

　　　 ③遊休農地の発生防止・解消活動（農地パトロール・所有者への指導等） 

　　　 ④新規就農の支援活動 

　　(2)毎月の定例会に出席し，活動内容の報告・推進委員どうしの情報交換 

　　(3)その他の業務 

　　　 　その他上記に附随する現地調査，農家との相談活動，アンケート調査の 

　　　 実施，農地中間管理機構や農業委員との連携，各種研修会等への出席 

　　 ※上記の業務を行った際は，その活動内容を「活動記録簿」に記載していただ 

　　　 きます。 

 

②

法人又は団体が候補者を推薦する場合

 ・別紙様式第２号 

・推薦を受ける方の住民票（本籍地入り） 

・推薦を行う法人・団体の性質を明らかにする書類（定款又は規約等の写し）

 

③

推進委員に応募する場合

 ・別紙様式第３号 

・募集に応募する方の住民票（本籍地入り）



６　任用期間 
  委嘱日(令和８年８月中旬予定)から令和 11 年７月 19 日 

 
７　身分 
  水戸市の特別職非常勤職員 

 

８　報酬 

 

９　推進委員の選考方法 
   本年７月に開催する水戸市農業委員会総会の中で，地区ごとに推進委員の選考 

　　を行います。 

　　　農業委員会は法令に則り適正に農地制度を運用し，農地利用の最適化を実現す 

　　る責務を負っていることから，法令を順守し，公正にその職務を適切に行うこと 

　　ができるかなどを総合的に勘案して選考を行います。 

   

○選考のスケジュール 

 

10　その他 
  (1)　法令により，推進委員候補者の推薦を受けた方及び応募した方に関する状 

　　　 況及び選考結果は，水戸市ホームページで公表します。 

　　　　 併せて，推進委員候補者として推薦された方・応募した方の全てに選考結 

　　　 果をお知らせいたします。お知らせは８月下旬を予定しております。 

　　(2)　本年２月から３月の間に「本市農業委員」の候補者として推薦された方及 

　　　 び応募した方であっても，今回推進委員の候補者として推薦を受け，或いは 

　　　 応募することができます。ただし，兼職はできませんので，最終的にはどち 

　　　 らの委員になるか選択することとなります。 

　　(3)　推進委員は，その職を退いた後も含め，職務上知り得た秘密を漏らしては 

　　　 ならないこととされており，秘密保持義務違反をした場合には，１年以下の 

　　　 懲役又は 50 万円以下の罰金が課されます。 

 月　額 45,000 円

 
年　額

支給額は農地利用の最適化業務の成果実績によって決定。 

毎年３月末に支給。

 時　　　期 内　　　　容

 令和８年４月 16 日～５月 18 日 推進委員の募集及び推薦受付

 ５月～６月 選考準備

 ７月 21 日 農業委員会総会で選考

 ８月 12 日 農業委員会総会で決定


